
葛飾区生涯現役コース奨励金
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース）」の支給決定を受けた区内事業主で、区内に住所を有す
る方を雇用した場合に、奨励金を支給しています

東京都葛飾区

助成型（※2）

人材育成・雇用

葛飾区内に事業所がある中小企業者 等

～

所定労働時間の区分に応じて、対象労働者1人につき、以下の金額を支給対象期（6か月）
ごとに事業主に支給
30時間以上/週：15万円/期
20時間以上30時間未満/週：10万円/期

国の「特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース）」の支給決定を受けていること 等

産業経済課 経営支援係
電話：03-3838-5556

https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1031748/1023470.html
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